
新型コロナウイルス感染症の重点医療機関の体制整備
（特定機能病院等の病床確保料の更なる引上げ）

重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）において、新型コロナウイル
ス感染症患者の受け入れ体制を確保するため、病床確保料を補助することにより、適切な医療提供体制を整備する。

事業目的

・ 緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対応する特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料について、診
療報酬の引上げに合わせるとともに、特定機能病院入院基本料等を踏まえて引き上げる。

※ 特定機能病院と同程度に新型コロナの重症患者を受け入れている病院についても、特定機能病院と同様に病床確保料を引き上げる。
（ECMOによる治療を行う患者が延べ3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医療機関）

・ 特定機能病院等以外の重点医療機関の病床確保料について、診療報酬の引上げに合わせて引き上げる。
※ 4月1日に溯って適用

拡充内容

（重点医療機関：都道府県が指定）

入院病床
（コロナ患者）

重点医療機関の
診療報酬収入

重点医療機関の
病床確保料を補助

病院や病棟全体をコロナ患者のために確保

休止とした
病床

休止とした
病床

確保病床
（コロナ患者用）

病床の種別 補助基準額（二次補正）

ＩＣＵ病床 301,000円
ＨＣＵ病床 211,000円
その他病床 52,000円

病床の種別 補助基準額（今回）

ＩＣＵ病床 436,000円

ＨＣＵ病床 211,000円

その他病床 74,000円

〔重点医療機関である特定機能病院等〕

病床の種別 補助基準額（今回）

ＩＣＵ病床 301,000円

ＨＣＵ病床 211,000円

その他病床 71,000円

〔重点医療機関である一般病院〕

〔重点医療機関の病床確保料〕

（予算額：1,679億円）緊急包括支援交付金の増額
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